
 

 

障発第 0303002 号 

平成 18 年３月３日 

一部改正 障発 0113 第２号  

平成 23 年１月 13日 

一部改正 障発 0322 第１号  

平成 24 年３月 22日 

一部改正 障発 0315 第３号  

平成 25 年３月 15日 

一部改正 障発 0124 第６号  

平成 26 年１月 24日 

一部改正 障発 1001 第４号  

平成 26 年 10 月１日 

一部改正 障発 0329 第９号  

平成 27 年３月 27日 

一部改正 障発 1112 第７号  

平成 27 年 11 月 12 日 

一部改正 障発 0328 第１号  

平成 28 年３月 28日 

一部改正 障発 0330 第２号  

平成 30 年３月 30日 

一部改正 障発 0628 第４号  

平成 30 年６月 28日 

一部改正 障発 0823 第１号  

平成 30 年８月 23日 

一部改正 障発 0507 第４号  

令和元年５月７日 

一部改正 障発 0701 第２号  

令和元年７月１日 

一部改正 障発 0330 第 10 号 

令和２年３月 30 日 

一部改正 障発 1225 第１号  

令和２年 12 月 25 日 

一部改正 障発 1228 第７号  

令和２年 12 月 28 日 



               一部改正 障発 0331 第３号  

令和３年３月 31 日 

一部改正 障発 0329 第４号  

こ支障第 9 2 号 

令和６年３月 29 日 

一部改正 障発 1125 第５号 

こ支障第 240 号 

令和６年 11 月 25 日 

一部改正 障発 0609 第１号 

こ 支 障 第 2 5 3 号 

令和７年６月９日 

一部改正 障発 0609 第１号 

こ支障第 159 号 

令和８年６月９日 

 

 

 

 

 

       都道府県知事 

  各   指定都市市長  殿     

      中 核 市 市 長 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

自立支援医療費の支給認定について 

 

 

 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に基

づく自立支援医療については、本年４月１日から施行されるところであるが、

標記について、自立支援医療費支給認定通則実施要綱（別紙１）、自立支援医

療費（育成医療）支給認定実施要綱（別紙２）、自立支援医療費（更生医療）



支給認定実施要綱（別紙３）及び自立支援医療費（精神通院医療）支給認定実

施要綱（別紙４）を作成したので、本年４月１日から、これらを参考に支給認

定を行うとともに、貴管内市町村を含め関係者及び関係団体に対する周知方に

つき配慮を願いたい。 

 なお、昭和６２年７月３日児発第５９３号「身体に障害のある児童に対する

育成医療の給付について」、平成５年３月３０日社援更発第８９号「更生医療

の給付について」、昭和４０年９月１５日衛発第６４８号「精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律第３２条に規定する精神障害者通院医療費公費負担の

事務取扱いについて」及び昭和５９年１０月２５日社更発第１６９号「更生医

療の給付に係るいわゆる自己負担額の算定方法について」は、本通知の施行に

伴い廃止する。 

 また、昭和４５年１０月２１日社更発第８９号「先天性心臓疾患による心臓

機能障害者に対する更生医療の給付について」、昭和５４年５月１０日社更発

第５６号「じん臓機能障害者に対する更生医療の給付について」、昭和５５年

５月２０日社更発第８２号「更生（育成）医療における形成外科的治療を担当

する医療機関の指定について」、昭和５７年３月２３日社更発第４３号「「音

声・言語機能障害を伴う唇顎口蓋裂の歯科矯正」の更生（育成）医療を担当す

る医療機関の指定について」、昭和６１年９月２２日社更発第１５８号「小腸

機能障害者に対する更生医療の給付について」及び平成１０年４月８日障発第

２３０号「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害者に対する更生医療

の給付について」に定める更生医療の給付の決定等については、本通知手続を

参考にして行われたい。 

 なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４

第１項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


